
           

１月定例教育委員会 

（議 題） 

 
 

   

① 私立学校の助成に関する条例を廃止する条例制定の件（総務課） 

 

② 佐世保市立小学校、中学校及び義務教育学校条例の一部改正の件 

（新しい学校推進室） 

 

③ 佐世保市学校給食に関する条例の一部改正の件（学校保健課） 

・・・ 

・・・ 

・・・ 

Ｐ １～Ｐ ４ 

Ｐ ５～Ｐ ６ 

Ｐ ７～Ｐ ７ 

   

   

   

 

   



 

令和７年１月 定例教育委員会議題 

 

私立学校の助成に関する条例を廃止する条例制定の件 

私立学校の助成に関する条例を廃止する条例制定について、次のとおり提案する。 

令和７年１月２３日提出 

佐世保市教育委員会教育長 陣内 康昭  

 

私立学校の助成に関する条例を廃止する条例 

私立学校の助成に関する条例（昭和３０年条例第１３号）は、廃止する。 

附 則 

 この条例は、令和７年４月１日から施行する。 

 

（提案理由） 

条例で規定している施設整備等に対する助成制度を廃止するため提案するものです。 

 

 

 

  

 

 

議題１ 
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佐世保市教育委員会の私学助成の見直しについて 

１ 私学助成の経緯 
（１）昭和３０年４月１日 私立学校の助成に関する条例制定以来、長年にわたり教育の機会均等、私立学校の必要性に賛同

する趣旨から施設や設備の整備に要する経費の一部を助成してきた。 

（２）補助金の過去５年間の推移は次のとおり。 

（千円）   

  

  

 

 

 

 

 

 

２ 見直しまでの経過 

（１）県内他市の状況 

     私立学校を有する県内他都市（長崎市、諫早市、大村市、島原市）へ照会。 

いずれも市教育委員会として、私立学校への助成は実施していない。 

 

（２）私立学校へのニーズ調査 

    ・助成内容の見直し（ハード事業からソフト事業への助成へ転換） 

    ・生徒の具体的な活動・実績に結びつくような制度の構築を希望 

    ・私立学校５校共通で不登校対策に苦慮 

    ・申請事務にかなりの時間を要するため簡略化を希望 

 令和元年度 令和 2年度 令和 3年度 令和 4年度 令和 5年度 

西海学園 404 412 402 382 305 

久田学園 251 580 310 286 254 

聖和女子学院 494 720 457 363 594 

九州文化学園 1,419 1,104 951 1,363 994 

佐世保実業高等学校 939 694 1,039 606 353 

合計 3,507 3,510  3,159 3,000 2,500 
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（３）見直しによる影響 

     本市の助成以外に、国、長崎県からの補助も行われており、本市の助成を廃止しても大きな影響はないと考える。 

 

 

３ 見直し案 

   今後は、青少年教育センター雇用の市 SSW（ｽｸｰﾙｿｰｼｬﾙﾜｰｶｰ）が市立小・中学校時代から支援してきた生徒・家庭に対して、

市教委と私立学校がこれまで以上に連携を図り、私立学校進学後も同じ佐世保市 SSW が継続して関わった方がよいと判断さ

れたケースについて、支援を行うこととしたい。 
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従来

今後

市SSW

市立小・中学校在籍時

私学SSW

私立中・高進学時 私立中・高進学後

私学SSW

市立小・中学校 私立中・高

市SSW

市SSW

市立小・中学校在籍時

私学SSW

私立中・高進学時 私立中・高進学後

諸事情により必要と判断された場合、

市SSWが主となって
私学SSWと連携し支援

私学SSW市SSW 市SSW

市立小・中学校 私立中・高

市SSW
が支援

市SSWと私学SSW
が情報共有

私学SSW
が支援

市SSW
が支援

市SSWと私学SSW
が情報共有
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令和７年１月 定例教育委員会議題  

 

佐世保市立小学校、中学校及び義務教育学校条例の一部改正の件  

佐世保市立小学校、中学校及び義務教育学校条例（昭和４３年条例第１３号）の一部改正について、次のとおり提案する。  

次の表に掲げる規定の改正部分は、下線の部分である。  

令和７年１月２３日提出  

佐世保市教育委員会教育長 陣内 康昭  

改正後 改正前 

別表１ 小学校 別表１ 小学校 

 名称 位置   名称 位置  

 （略）   （略）  

 佐世保市立大久保小学校 佐世保市東大久保町９番10号   佐世保市立大久保小学校 佐世保市東大久保町９番10号  

   佐世保市立金比良小学校 佐世保市金比良町１番５号  

 佐世保市立赤崎小学校 佐世保市鹿子前町330番地   佐世保市立赤崎小学校 佐世保市鹿子前町330番地  

 （略）   （略）  

別表２ 中学校 別表２ 中学校 

 名称 位置   名称 位置  

 （略）   （略）  

 佐世保市立清水中学校 佐世保市万徳町９番７号   佐世保市立清水中学校 佐世保市万徳町９番７号  

   佐世保市立光海中学校 佐世保市金比良町１番15号  

 佐世保市立愛宕中学校 佐世保市赤崎町483番の２   佐世保市立愛宕中学校 佐世保市赤崎町483番の２  

差替  
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改正後 改正前 

 （略）   （略）  

別表３ 義務教育学校 別表３ 義務教育学校 

 名称 位置   名称 位置  

 佐世保市立光海小中学校 佐世保市金比良町１番5号   （略）  

 佐世保市立黒島小中学校 佐世保市黒島町2608番地の10   佐世保市立黒島小中学校 佐世保市黒島町2608番地の10  

 （略）    

  

（施行期日）  

令和１０年４月１日から施行する。  

 

（提案理由）  

佐世保市立金比良小学校、佐世保市立光海中学校を令和１０年３月３１日で閉校し、新たに佐世保市立光海小中学校を

開校するため提案するものです。  
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令和７年１月 定例教育委員会議題  

 

佐世保市学校給食に関する条例の一部改正の件  

佐世保市学校給食に関する条例（令和３年条例第４９号）の一部改正について、次のとおり提案する。  

次の表に掲げる規定の改正部分は、下線の部分である。  

令和７年１月２３日提出  

佐世保市教育委員会教育長 陣内 康昭  

 

改正後  改正前  

（学校給食の実施）  

第３条 市は、市立学校（夜間学級を除く。）において学校

給食を実施するものとする。 

（学校給食の実施）  

第３条 市は、市立学校において学校給食を実施するものと

する。  

 

（施行期日）  

令和７年４月１日  

 

（提案理由）  

佐世保市学校給食に関する条例における学校給食の実施に係る規定については、「市は、市立学校において学校給食を

実施する。」と規定されているが、令和７年４月に開級する夜間学級においては学校給食を実施しないため、条例の改正

を行うため提案するものです。  

議題３  
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【金比良小学校・光海中学校統合に係るスケジュールについて】

1

新義務教教育学校光海中

金比良小

現行案 R10年４月光海中学校敷地に小学生用新校舎完成後、義務教育学校として開校

地区 対象校 統合場所 R６年度 R７年度 R８年度 R９年度 R10年度 R11年度 R12年度

②西
金比良小
光海中

光海中

基本設計 実施設計 新校舎増築工事 外構工事

校名の決定 開校準備
４月
「開校」

○ 光海中学校敷地内（運動場）に一般の下水管が通っていたため、移設工事が必要となったため、工期が１年ずれ
ることとなった。

○ 当初は、小学生用の校舎建設と中学校校舎のトイレ改修など軽微なものを想定していたが、学校とのヒアリング
を進めていくにあたり、職員室や特別教室の配置替えなど中学校校舎内の大規模な改修が必要となった。当初は、
中学校校舎改修時は、新校舎完成後に中学生が引っ越しして行う予定だったが、大規模になり新校舎引っ越し後
になると工期が延びるおそれが出てきた。

地区 対象校 統合場所 R６年度 R７年度 R８年度 R９年度 R10年度 R11年度 R12年度

②西
金比良小
光海中

光海中

基本設計 実施設計
下水管
移設工事

新校舎増築工事

外構工事中学校校舎
改修工事

校名の決定 開校準備

工程の修正

理由

別添
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2

新義務教
育学校

光海中

金比良小

【メリット】
・R10年４月、一つの校舎になることで、子供たち、教職員にとって区切りよく一つの組織としてスタートすることがで
きる。

・中学校校舎改修工事で、中学生が金比良小学校へ引っ越すことにより、安全面・騒音等の環境面が確保される。

【デメリット〕
・中学生が小学校校舎を使うことで一部施設の改修が伴う可能性がある。
・引っ越しが２回必要

修正案 R10年４月 金比良小学校舎で義務教育学校を開校し、新校舎完成後、光海中
学校敷地に引っ越し

新義務教
育学校

地区 対象校 統合場所 R６年度 R７年度 R８年度 R９年度 R10年度 R11年度 R12年度

②西
金比良小
光海中

光海中

基本設計 実施設計
下水管
移設工事

新校舎増築工事

外構工事中学校校舎
改修工事

校名の決定 開校準備
４月
「開校」

新校舎引っ越し

※１ 光海中学校生徒が金比良小学校に引っ越し

※１
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１月定例教育委員会 

（協 議） 
 

   

① 令和７年度中学校体育大会について（学校保健課） 

 

 

 

 

 

 

・・・ 

 

 

 

 

 

Ｐ１～Ｐ４ 

 

 

 

 

 

   

   

   

   

   

 

   

当日配布② 



令和７年度中学校体育大会について

【大会創設当初の考え方】
・教育的意義が高いことから、選手すべてが参加する総合開会式を実施し、
選手以外の生徒も応援のために、総合グランドに参集した。
・大会期間は、教育課程に位置づけ、「学校行事」として実施した。
【競技の多様化による変化】
・競技の特性上、長時間に及ぶ競技については、開会式参加を免除する等の
措置を講じ、開会式参加選手は、徐々に減少した。

【コロナ禍以降の変化】
・人数を制限するとともに、移動手段が必要ない総合グランドで開催する競
技の選手のみで総合開会式を開催した。
・選手以外の生徒は、輸送手段の不足等から、学校に残留し、自習を行ってい
る。

【大会日程】
・夏季大会は、６月第２週の土・日・月・金に１６種目を実施。
※土・日・月に水泳競技を除く15種目、金曜日に水泳競技を実施

・秋季大会は、１０月第２～３週の課業日に駅伝大会を実施。

【これからの見通し】
・部活動の地域移行に伴う、クラブ単位での参加の増加
・全国大会の種目除外等、上位大会の動向による、予選としての位置づけの
変化

【大会の趣旨】
運動部活動に取り組んでいる生徒にとって、教育的価値が高い事業である
ので、今後も課題に対応しながら実施を継続する。

【学校教育活動の位置づけ】
・教育課程の位置づけ（学校行事等）は行わない。
・市中体連主催大会として、役員及び引率教職員の週休日振替を行う。

【大会日程等】
・総合開会式は実施しない。
・夏季大会を、５月第４週 ６月第２週及び第３週の土・日に競技を実施する。
・秋季大会を１０月第１週の課業日に実施する
（会場確保と安全面からの配慮とし、参加生徒に対しては補習等の措置）

【移行措置】
令和９年度より全国大会開催種目から除外される水泳、新体操・体操、ハ
ンドボールについては、移行措置を行う。
〇新体操・体操…すべての登録選手が県大会出場権を有していることから、

市大会を実施しない。
〇ハンドボール…令和８年度までは市大会を実施する。
〇水泳…令和８年度まで、水泳協会主催大会の成績により協会の推薦を受

けて県大会出場権を与える。なお、２年間の移行措置として、協会
主催大会の参加料については、委託料に含む。

【課題】
・輸送手段の不足（バス不足）
・学校に残る生徒の対応職員の不足
・大会開催に伴う役員不足
・暑さ対策に対応する施設の不足

協議１
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） 

（
３

） 
佐

世
保

市
中

体
連

加
盟

の
学

校
に

お
け

る
運

動
部

活
動

の
指

針
及

び
各

学
校

が
定

め
る

部
活

動
の

方
針

に
沿

っ
た

活
動

を
行

っ
て

い
る

も
の

。
地

域
ク

ラ
ブ

活
動

に
あ

っ
て

は
、
『学

校
部

活
動

及
び

新
た

な
地

域
ク

ラ
ブ

活
動

の
在

り
方

等
に

関
す

る
総

合
的

な
ガ

イ
ド

ラ
イ

ン
』
（
令

和
４

年
１
２

月
２

７
日

ス
ポ

ー
ツ

庁
・
文

化

2



庁
発

出
）の

「Ⅱ
新

た
な

地
域

ク
ラ

ブ
活

動
」を

遵
守

し
て

い
る

こ
と

。
 

（
４

） 
参

加
資

格
条

件
（
１
項

・
２

項
）
の

他
に

つ
い

て
は

、
中

連
理

事
・
評

議
員

会
の

承
認

を
受

け
当

該
年

度
の

大

会
実

施
要

項
の

中
に

示
す

。
 

（
５

） 
チ

ー
ム

編
成

は
１
校

単
位

（ま
た

は
複

数
校

合
同

）１
チ

ー
ム

で
編

成
す

る
。
 

（
６

） 
個

人
戦

に
つ

い
て

は
（
１
～

３
）項

の
条

件
を

満
た

す
こ

と
。
 

（
７

） 
参

加
生

徒
の

監
督

・コ
ー

チ
 

①
 

運
動

部
活

動
で

の
参

加
 

・監
督

は
当

該
学

校
（
合

同
チ

ー
ム

は
ど

ち
ら

か
）の

教
員

（校
長

・副
校

長
・教

頭
・主

幹
教

諭
・教

諭
・講

師
）

ま
た

は
部

活
動

指
導

員
で

あ
る

こ
と

。
 

・
コ

ー
チ

ま
た

は
マ

ネ
ー

ジ
ャ

ー
の

い
ず

れ
か

に
つ

い
て

は
校

長
の

認
め

た
も

の
と

す
る

。
た

だ
し

、
当

該

校
外

の
中

学
校

教
職

員
は

コ
ー

チ
、
マ

ネ
ー

ジ
ャ

ー
に

は
な

れ
な

い
。
 

②
 

地
域

ク
ラ

ブ
活

動
で

の
参

加
 

・
責

任
あ

る
代

表
者

・
指

導
者

が
生

徒
を

引
率

す
る

こ
と

。
ま

た
、
万

一
の

事
故

発
生

に
備

え
、
傷

害
保

険

（ス
ポ

ー
ツ

安
全

保
険

）等
に

加
入

す
る

な
ど

し
て

、
万

全
の

事
故

対
策

を
立

て
て

お
く

こ
と

。
 

 
※

九
州

大
会

以
上

は
各

競
技

実
施

要
項

に
よ

る
。
 

（
８

） 
 
登

録
に

つ
い

て
は

同
一

大
会

の
二

重
登

録
は

認
め

な
い

（秋
季

大
会

は
含

ま
な

い
）。

 

（
９

） 
 
引

率
者

、
監

督
、
外

部
指

導
者

（
コ

ー
チ

）等
は

、
部

活
動

の
指

導
中

に
お

け
る

暴
力

・体
罰

・セ
ク

ハ
ラ

等
に

よ

り
、
任

命
権

者
又

は
学

校
設

置
者

か
ら

懲
戒

処
分

等
を

受
け

て
い

な
い

も
の

で
あ

る
と

し
て

い
る

。
校

長
は

こ
の

点
を

確
認

し
て

、
大

会
申

込
書

を
作

成
す

る
。
な

お
、
外

部
の

指
導

者
は

校
長

か
ら

暴
力

等
に

対
す

る
指

導
措

置
を

受
け

て
い

な
い

こ
と

と
す

る
。
同

じ
く

、
地

域
ク

ラ
ブ

活
動

の
指

導
者

は
、
各

中
央

競
技

団
体

の
倫

理
規

定
等

に
基

づ
い

て
、
長

崎
県

の
各

競
技

団
体

等
か

ら
処

分
を

受
け

て
い

な
い

者
で

あ
る

こ
と

と
す

る
。
 

 ８
 
 

参
加

制
限

 

（
１
） 

登
録

に
団

体
競

技
の

参
加

チ
ー

ム
は

学
校

（
地

域
ク

ラ
ブ

チ
ー

ム
）
１
チ

ー
ム

を
原

則
と

す
る

。
た

だ
し

参
加

チ
ー

ム
が

極
少

競
技

に
つ

い
て

は
競

技
運

営
上

可
能

な
限

り
、
そ

の
競

技
の

参
加

チ
ー

ム
の

増
を

認
め

る
。

（学
校

部
活

動
に

つ
い

て
は

、
複

数
校

合
同

チ
ー

ム
も

含
む

） 

（
２

） 
個

人
競

技
に

つ
い

て
も

（
１
）項

に
準

ず
る

。
（合

同
チ

ー
ム

は
な

い
） 

（
３

） 
（１

）・（２
）
項

に
つ

い
て

は
、
体

育
理

事
・競

技
専

門
委

員
会

で
検

討
・決

定
す

る
。
 

 ９
 
 

参
加

申
込

み
 

 
 

 
 

参
加

資
格

を
得

た
チ

ー
ム

、
お

よ
び

個
人

に
つ

い
て

は
所

定
の

申
込

書
を

当
該

校
長

（地
域

ク
ラ

ブ
チ

ー
ム

は

責
任

あ
る

代
表

者
）の

承
認

を
得

て
、
体

育
理

事
の

責
任

で
競

技
専

門
委

員
、
事

務
局

あ
て

に
そ

れ
ぞ

れ
送

る
。
 

 １
０

 
抽

 
 

選
 

     競
技

専
門

委
員

・体
育

理
事

合
同

会
の

中
で

抽
選

決
定

す
る

。
 

 １
１
 

大
会

要
項

 

 
 
 
 

県
大

会
に

準
じ

、
体

育
理

事
、
競

技
専

門
委

員
会

で
検

討
決

定
す

る
。
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１
２

 
競

技
実

施
要

項
 

 
 
 
 

競
技

専
門

委
員

会
で

作
成

 

 １
３

 
大

会
要

覧
（プ

ロ
グ

ラ
ム

） 

 
 
 
 

企
画

委
員

・
競

技
専

門
委

員
で

作
成

し
、
事

務
局

で
一

括
印

刷
、
配

付
す

る
。
 

 １
４

 
県

大
会

参
加

資
格

 

 
 
 
 

県
大

会
要

項
に

準
じ

競
技

専
門

委
員

・体
育

理
事

会
で

決
定

す
る

。
 

 １
５

 
大

会
名

称
…

佐
世

保
市

中
学

校
体

育
大

会
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１月定例教育委員会 

（報 告） 
 

   

① 立神広場整備活用事業進捗状況報告について（文化財課） 

 

② 令和７年度成人式典について（終了報告）（社会教育課） 

 

③ 令和６年度市立小・中学校及び義務教育学校卒業式（教育委員会告辞）

への出席について（学校教育課） 

 

 

 

 

 

・・・ 

 

・・・ 

 

・・・ 

 

 

 

 

 

Ｐ １～Ｐ２０ 

 

Ｐ２１～Ｐ２１ 

 

Ｐ２２～Ｐ２２ 

 

 

 

 

 

   

   

   

   

   

 

   



１

令和７年１月15日時点

１．附帯決議事項及び進捗状況

（１）周遊性を向上させるため、隣接するSSK北口通路の活用の是非について、関係者と協議し、結論を出すこと。

⇒（令和５年９月定例会にて報告済み）佐世保重工業をはじめ、関係者との協議の結果、佐世保重工業としての安全管理に影響を及ぼす

ことから現段階での共用は難しいと判断した。ただし、将来的な活用を見据え、外構設計の見直

しを行った。

（２）車両進入・退出における安全対策に万全を期すこと。

⇒（令和５年９月定例会にて報告済み）進入・退出のための指導線や看板について導入すると共に、右折進入禁止等のための啓発サイン

を整備し、注意喚起を行い、安全対策に努めていく。

（３）動員目標41,000人達成のための手法を具体化し、設計初期段階より随時報告すること。

⇒（令和６年８月協議会にて報告済み）ハード面（全体配置・各建物構成）

ソフト面（コンセプト、概要（誘客集客・価値理解・周遊促進・広域展開）、展示構成）

⇒（令和６年９月定例会にて報告済み）整備スケジュール（ハード面・ソフト面）、遺構の公開方法

⇒ 今回の進捗状況（次頁より報告）

（４）IRやクルーズ船など、観光施策の推進を見込み、本事業を活性化するべく、部局横断的な取り組みを行うこと。

⇒（令和６年８月協議会にて報告済み）連携内容説明（経済部、文化スポーツ部、観光コンベンション協会、旧軍港四市）

⇒（令和６年９月定例会にて報告済み）西地区自治協議会説明での主な意見について

２．今回の進捗状況報告について

前回までの報告（令和６年８月協議会・令和６年９月定例会）以降のDBO運営事業者との検討状況を報告するもの

報告内容 P２ （１）集客計画

P２ （２）割合の想定

P３～６ （３）運営計画（飲食・物販・イベント・運営体制）

P７ （４）配置計画

P８～18 （５）展示計画（新築ガイダンス施設）

P19～20 （６）展示計画（既存煉瓦倉庫）

立神広場整備活用事業進捗状況報告



（１）集客計画

・有料と無料で分けた根拠：有料入場者数を明確にし、収入目途をたてるため。

・人数カウント方法は赤外線カウント機を設置予定、１日毎の入場者数を積み上げる（実人数として41,000人を達成）。

なお、展示施設を見て、飲食・物販にも立ち寄るなどの重複も考えられることから、集計は実人数ではなく延べ人数となるため、

延べ人数から実人数への割合や検討方法を今後検討する。

来場者数

41,000人

（実人数）

無料

ゾーン

利用

30,000人

飲食目的 8,064人 ※１日平均24人（席数12×２回転）×336日
・煉瓦倉庫、遺構、ガイダンス施設内の

無料展示目的の利用者

・有料ゾーンの減免利用者

・飲食目的の利用者

・物販目的の利用者

・イベント参加者

・公園の散歩などの利用者

物販目的 他と重複 ※飲食スペースの隣

展示施設 18,000人 ※減免利用の市内小中学生・団体誘致・見学

ツアーなど

イベント目的 4,240人 ※2000人規模年２回、講座20人×12回

公園散歩目的 他と重複

有料

ゾーン

利用

11,000人

展示施設（有料ゾーン）観覧者 10,752人

※１時間平均４人×８時間（9時～17時営業）×336日

・ガイダンス施設内の展示

（入場料300円予定）

・訴求力のある目玉コンテンツは

「VRシアター」

項目 割合の想定 根拠

市内：市外 30：70 市内類似施設実績参考

平日利用：休日利用 60：40 受注者の運営している施設の実績で、平日 67％、土日祝日 33％

個人利用：団体利用 60：40 同上の受注者の運営している施設の実績で、個人 62％、団体 38％

日本人：外国人 90：10 市内類似施設実績参考

（２）割合の想定

２



（３）運営計画

<飲食＞

①現在の作業は、下調べ（HP検索、取扱業者への聞き取り・協力依頼、商品の選定など）で、調整検討中。

②令和８年４月から最終的なメニュー・価格等を決定し、必要な備品やスタッフ採用・研修などを整え、１０月末までに準備を完了予定。

商品

（候補）

佐世保自衛隊カレー 呉海自カレー 舞鶴海軍カレー

よこすか海軍カレー 呉冷麺 舞鶴ビーフシチュー 佐世保サンドイッチ

高島ちくわ 南蛮菓子ぽると 世知原茶もなか 長崎ブリュレカステラ 開港ロールケーキ

3



<物販＞

①現在の作業は、下調べ（HP検索、取扱業者への聞き取り・協力依頼、商品の選定など）で、調整検討中。

②令和８年４月から最終的な商品・価格等を決定し、仕入れ先との契約締結など１０月末までに準備を完了予定。

販売商品（候補）

開港ロールケーキ 呉海自カレー 舞鶴海軍カレー 梅酒 ジャパニーズジン 焼酎

スポーツタオル、ハンドタオルなど

海自セーラーベア他 マグカップ

（ボールチェーン）

ランチバッグ Tシャツ など

４



<イベント＞

①年２回の2,000人規模のイベント、毎月の講座、年１回の文化財啓発イベントの内容については、検討中。

②現在の作業は、計画案の準備、協力依頼など。

③令和８年度に開催要項などを整備し、11月のオープニングイベントほか、オープン後も定期的にイベントを企画し開催。

【今後検討する開催予定イベント案】

・「食」 グルメイベント（旧軍港4市カレーフェスタ、

九州キッチンカー＆マルシェなど）

・「交流」夏休み縁日イベント

・「文化」ライブコンサート、ワークショップ

・「歴史」セミナー、講座

・「周遊」スタンプラリー など

【運営者のこれまでのイベント実績】

・長崎市民会館いちょう並木フェスタ

（マルシェ、ステージイベント、クイズラリーなど）

平成29年からコロナ禍を除き毎年開催…平成29年2270人/平成30年4116人/平成31年3708人/令和６年2765人

・ブリック真夏の感謝祭

（マルシェ、ワークショップ、ステージイベント、スタンプラリーなど）

令和６年８月12日開催2440人

※そのほか、長崎東公園ファミリーフェスタ夏、こどものマルシェなど多数イベント開催実績あり

※チラシはイメージです。

５



<運営体制（案）＞

みんなでいこう

～行こう・遺構・憩う場所へ～

ロゴマーク（案）

・ファミリー層と40代女性

のターゲットを意識した

親しみのあるロゴ

・立神広場を表す笑顔と王

冠上の〇で愛称「i-COU」

を表現

・王冠で構成遺産の代表格

である「針尾送信所」、

髪の毛で脚を表現し、周

遊を促す意味を込める

運営時間 9：00～17：00 （駐車場は18：00閉鎖、公園＝屋外は24時間）

施設の休館日 12/30～1/2、第２・第４月曜日（祝日は翌日） ※駐車場も同様

有料施設

・ガイダンス施設展示エリアの入場料 300円

・飲食、物販

※支払いは現金、クレジット、交通系電子マネー、ＱＲコード決裁対応

人員体制

常勤スタッフ（学芸員資格保持者）２名、非常勤スタッフ３名を雇用

・平日は２名（常勤１・非常勤１）以上の体制で運営

・土日祝日は３名（常勤１・非常勤２）以上の体制で運営

広報について

・「させぼ立神近代化歴史公園」ホームページ開設

・SNS（Facebook、Instagram、X、YouTubeなど）

・テレビ、ラジオ、新聞等

・広報誌 ほか

ホームページ

施設の概要、紹介、周遊コースの提案、事前学習（クイズ等）のコンテンツ、

書類（イベント申請書、減免申請書など）のダウンロード、よくある質問Ｑ&Ａ、

お問合せなど

※令和８年オープン前に開設し、発信していく

６



（４）配置計画（令和６年８月協議会説明済み）

新築ガイダンス施設

佐世保の歴史や日本遺産鎮守府についての展示

既存煉瓦倉庫

・建物自体が展示物

・展示、休憩スペース

駐車場

・普通車：33台

・管理用：４台

・身障者：１台

・大型車：２台

遺構（煉瓦倉庫）

基礎公開（堀）

芝生広場

築山

高さ

２m

遺構（煉瓦倉庫）

・建物基礎実物は土壌汚染対策で盛土するため非公開

・建物基礎形状は樹脂系舗装材でラインを表示し公開

N

旧軍港四市共通

のイチョウ

（東郷平八郎由来）

７



No. 展示エリア 目的 展示手法

1 佐世保の形成 佐世保の形成を学ぶ（導入部） 説明板・映像・地形投影台

2 鎮守府の設置と佐世保の近代化 鎮守府の設置による佐世保の近代化の歴史を学ぶ 説明板・展示品

3 旅するMUSASHI 代表的な構成資産を大迫力の映像で体験する 映像（VRシアター）

4 人と技 佐世保鎮守府で活躍した技術者とその功績を学ぶ 説明板・映像

5 ４つの鎮守府 かつて鎮守府が置かれた旧軍港4市を学ぶ 説明板・展示品

6 佐世保湾を駆け抜けろ！ ゲームを通して鎮守府の特徴を知る ゲーム

7 情報コーナー 最新の情報等を通してもっと詳しく鎮守府を知る 掲示板（定期更新）

8 佐世保鎮守府へご案内
佐世保鎮守府をめぐる旅への情報提供
【フィールドミュージアム機能】⇒各地へ周遊

映像（タッチパネル）・資料

9 歴史の窓 煉瓦倉庫へと誘導する アナログAR

ガイダンス施設 展示室（有料ゾーン）平面図 （単位：mm）

7630

15880
パース図

８

（５）展示計画（新築ガイダンス施設）



エリア1 佐世保の形成

ねらい

展示室の導入空間。
佐世保市を、現在の街並みから鎮守府が設置された明
治時代へ遡るように紹介し、軍施設と深く関わりなが
ら発展してきた旨を説明。

立体地形模型への多彩な映像投影で体感！
佐世保特有の地理環境と発展

佐世保の近代化の原点を印象付けるグラフィック

エリア1～エリア3
パース図

９

イメージ図



エリア2 鎮守府の設置と佐世保の近代化

ねらい

鎮守府が置かれた佐世保はどのように急激な近代化
と発展を遂げたのか、明治から令和に至る時代の流
れに沿ってピックアップ的に紹介する。

展示検討中の実物資料案
・刻印入煉瓦※立神出土（市所蔵）

・海軍工廠教習所教材（SSK所蔵）

佐世保の鎮守府と街の発展を
写真中心の年表風グラフィックで紹介！

鎮守府や佐世保の歴史を物語る
貴重な実物資料をケース展示！
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エリア3 旅するMUSASHI

ねらい

展示室最大の目玉として、本施設にしかない「船の
舵輪で自由に視点を操作できるVRシアター」を設置
し、“日本遺産鎮守府”構成資産の知られざる魅力を大
迫力で体感させる。

壁＋床(計４面)の映像投影で
現地を訪れたかのような大迫力体験！

全国初！舵輪で視点操作するVRシアター
佐世保ゆかりの戦艦武蔵で鎮守府を探検！

イメージ図

C

A

AC

冒頭ストーリー

かつて重要な艤装を佐世保工廠で行った戦艦武蔵が、80年以上の時を経て帰ってきた。

再びこの地で修復され、日本遺産を巡る旅へ皆さまを誘います。さあ、武蔵で出航し、

各地の構成資産の魅力を見つけに行こう！

（1/2）
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エリア3 旅するMUSASHI （2/2）

・旧佐世保無線電信所（針尾送信所）

・山ノ田水源地、岡本水源地

・佐世保重工業㈱ 第５ドック

その他

・立神係船池 ・佐世保重工業㈱佐世保造船所（旧佐世保海軍工廠）施設群 ・佐世保鎮守府庁、海兵団関連施設群

・西九州倉庫㈱前畑１号倉庫（旧第五水雷庫） ・戸尾市場 など

12

主な撮影候補例

・佐世保重工業㈱ 250トンクレーン

水中撮影イメージ



エリア4 人と技

ねらい

佐世保鎮守府には、優秀な技術者たちと当時最先端
の技術が集積し、現在の街並みや今も残る構成資産
に繋がっていることを知ってもらう。

技術者３名は親しみやすいキャラクター化
して各所使用！

佐世保鎮守府の代表的な技術者3名と
築造に関わった構成資産を紹介！

取り上げる技術者

・吉村長策（1860-1928）

明治期の水道事業を国内各地で主導

近代水道施設の建設に従事

・真島健三郎（1873-1641）

耐海水・鉄筋コンクリートを採用

立神係船池築造に従事

・吉田直（1884-1955）

佐世保のコンクリート技術を用いて

針尾無線塔の設計建造に従事

キャラクター画風

イメージ図
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エリア5 4つの鎮守府

ねらい

「日本遺産鎮守府」として認定されている
旧軍港４市（佐世保・横須賀・呉・舞鶴）を
紹介する。

各市の構成資産や名産品などを掲載し
市内だけでなく各市への周遊も促進！

鎮守府（旧軍港）に共通する特徴と
４市で異なるそれぞれの特徴を学ぶ！

エリア4～エリア7付近 パース図
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エリア6 佐世保湾を駆け抜けろ！

ねらい

鎮守府の特徴を題材にしたゲームコンテンツで遊び
ながら、日本遺産鎮守府に親しんでもらう。 得点を記録し、上位はランキング掲載！

同行者や常連と点数で競い合える！

佐世保の特徴である入り組んだ海岸線を
ゲームを通して体感！

体験イメージ図

画面イメージ図
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エリア7 情報コーナー

ねらい

鎮守府や佐世保についてもっと知りたい方へより深
い情報を提供する。 学芸員が定期的に更新できる掲示板で

鎮守府をより詳しく知るための情報を提供！

多くの作品の舞台となった佐世保鎮守府
その一部をピックアップして紹介！

掲示板 運用イメージ図

映画・アニメで舞台となった日本遺産 掲載検討作品例

種類 作品名 関連する舞台

映画 69 sixty nine 立神煉瓦倉庫、佐世保重工業㈱

映画 空の大怪獣ラドン 旧佐世保無線電信所（針尾送信所）

アニメ
映画

クレヨンしんちゃん
宇宙人シリリ

佐世保重工業㈱、丸出山堡塁跡、展海峰

アニメ
映画

きみの色
旧佐世保鎮守府凱旋記念館
（佐世保市民文化ホール）

アニメ 艦隊これくしょん
立神係船池、鎮守府正門、佐世保重工業㈱
、弓張岳、旧佐世保鎮守府凱旋記念館（佐世保
市民文化ホール）

16



エリア8 佐世保鎮守府へご案内

ねらい

市内構成資産の情報や周遊ルートを紹介し、立神広
場を拠点とした周遊を促進する。

【フィールドミュージアム機能】
通常モニターでは有料展示室や

施設の最新情報を紹介！

大画面のタッチパネルモニターでは
周遊コースを映像＋地図で紹介！

※展示室外無料ゾーン

タッチパネルモニター事例
上段：選択したルートのPR映像
中段：ルートを示す地図表示
下段：スマホへの情報転送コード

観光コンベンション協会・SSKと協議中
➡飲食店や観光地まで含めたコース案内、 250トン起重機の見学ツアーなど

17



エリア9 歴史の窓

ねらい

立神広場にはかつて同じ形の煉瓦倉庫がもう一棟
建っており、その遺構は今も構成資産として地中に
眠っている事を伝える。既存煉瓦倉庫への誘導も兼
ねる。アナログAR

煉瓦倉庫の周りで働く海兵や
かつて倉庫前を走ったトロッコも表現！

フットマーカーの上に立って窓を覗くと
もう一棟あった幻の煉瓦倉庫が復元！

※展示室外無料ゾーン

フットマーカー イメージ図貼付盤面 イメージ図 鑑賞の様子 イメージ図

貼付盤面事例

佐賀県庁内
維新博メモリア
ル展示“弘道館”
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No. 展示エリア 目的 展示手法

煉
瓦
倉
庫

1 煉瓦倉庫とは？ 煉瓦倉庫の構造・価値・類例などを解説 説明板

2 フォトスポット フォトスポット トリックアート・小道具

3 体験展示 明治～大正の構造物の構造を学ぶ 模型パズル・実物煉瓦

4 多目的スペース 休憩スペース、貸出スペース、体験講座の実施

ねらい

ガイダンス施設に最も近い構成資産で、建物自
体が展示物・文化的空間であることを活かし、
建築技術の紹介や、当時の雰囲気を体感させる。
また市民への貸出が可能なスペースも設けて、
立神広場の多角的な活用を図る。

既存煉瓦倉庫外観（令和５年５月撮影）

（1/2）
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（６）展示計画（既存煉瓦倉庫）

基礎公開
（堀）

基礎公開
（堀）



３．体験展示

通常時：飲食可能の休憩スペース
講座・展示会・音楽会等に貸出可能

本物の煉瓦積みや小屋組みを
観察しながら学べる！

構成資産の一つである250トン起重機の
トリックアートで記念撮影！

２．フォトスポット１．煉瓦倉庫とは？

４．多目的スペース

煉瓦倉庫外側（基礎公開）

現在は埋没してしまった
石積み基礎を一部公開！

煉瓦倉庫の基礎（明治39年撮影）

立神広場の発掘調査成果などを紹介！

構成資産の立体パズルで構造を体感！

（2/2）
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１ 日 時 令和７年１月１２日（日） 開場 

開式 

１３時００分 

１４時００分 
 

２ 場 所 ハウステンボス歌劇大劇場 ※式典の様子を Instagram ライブ配信 

  ＜予定＞ ＜実績＞  

３ 式 次 第 （主催者・来賓ご来場） 

アトラクション 

（舞台転換） 

(1) 開式のことば 

(2) 国歌・市歌 

(3) 式辞（市長） 

(4) 祝辞（議長） 

(5) 来賓紹介 

(6) 成人式典検討委員紹介 

(7) ハタチの企画 

(8) 二十歳の決意 

(9) 市民憲章 

(10)閉式のことば 

１３時３０分頃 

１４時００分 ～ 

 

１４時１６分 

１４時１８分 

１４時２０分 

１４時２５分 

１４時３０分 

１４時３４分 

１４時３７分 

１４時４５分 

１４時５２分 

１４時５５分 

 

 

１４時１６分 

１４時２３分 

１４時２５分 

１４時２９分 

１４時３５分 

１４時４０分 

１４時５０分 

１４時５５分 

１５時００分 

１５時０８分 

１５時１２分 
（１５時１５分終了） 

 

 

 

７分遅 

７分遅 

９分遅 

１０分遅 

１０分遅 

１６分遅 

１８分遅 

１５分遅 

１６分遅 

１７分遅 

４ 式典運営   成人代表者（検討委員６名）が担当（総合司会、会場アナウンス、二十歳の決意、来賓紹介など） 

５ 来   賓   【登壇】９名／国会議員、市議会議長、同副議長、海自佐世保地方総監、 

陸自水陸機動団長兼相浦駐屯地司令、市議会文教厚生委員長、同副委員長 

【会場内指定席】２６名／県議会議員、市議会議員、ハウステンボス社長   以上計３５名 

６ 参加者数   対象者 2,247 人／事前申込 1,903 人／当日入国 1,831 人／会場入場者数約 900 人(最大*) 

 

 

７ 視 聴 数   Instagram ライブ配信「式典」 4,939 回 ※再生回数はいずれも 1/23 午前９時時点 

           「市長突撃インタビュー」 パート①6,417 回、➁4,596 回、③4,902 回、④5,272 回、⑤6,175 回 

８ そ の 他   着付けなおしブース利用者１５名（この他、ホール入口で簡易手直し十数名） 

令和７年 成人式典 実績概要 

会場外の様子 

式典の様子 

ホールの様子 

(*)ホール入場者の実数はカウントできていませんが、映像

確認による満席率は３割～最大８割程度、途中の出入りを

含め、約 300～800人程度であったものと思われます。 

差 替 

開催年 R7 R6 R5 R4

対象者 2,247人 2,327人 2,308人 2,284人

来場者 1,831人 1,920人 1,795人 1,859人

率 81.5% 82.5% 77.8% 81.4%
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